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中部大学中部高等学術研究所共同研究 

「人文学の再構築」 

第 9回 「社会改革思想と優生学思想の親和性 ― 19世紀末からナチス時代へ」 

 

 

日  時  2021年 2月 27日（金）14：00～16 :30 

会  場  zoomによるオンライン開催 

問題提起  大貫 敦子  学習院大学教授 

      「社会改革思想と優生学思想の親和性 ― 19世紀末からナチス時代へ」 

 

討論参加  安藤 隆穂 中部大学中部高等学術研究所 

  石田 芳弘  客員教授 

王 昊凡   人文学部 

加藤 秀俊  名誉顧問  

朱 琳   中部高等学術研究所 

玉田 敦子  中部高等学術研究所 

長島 昭   中部高等学術研究所客員教授 

三島 憲一  中部高等学術研究所客員教授 

阿比留 美帆 東京外国語大学非常勤講師 

大林 侑平 名古屋大学大学院人文学研究科 

岡崎 由佳 京都大学大学院文学研究科 

熊田 一雄 愛知学院大学 

坂井 晃介 東京大学大学院総合文化研究科 

塩澤 明子 京都大学大学院人間・環境学研究科 

野沢 聡  獨協大学 

橋本 一径 早稲田大学 

浜野 志保 千葉工業大学 

（所属は研究会開催時） 
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はじめに 

 

安藤 中部高等学術研究所の安藤です。よろしくお願いいたします。「人文学の再構築」研究会を

始めさせていただきます。 

 今日は学習院大学の大貫敦子先生にご講演をいただき、その後、いつものようにディスカッシ

ョンという形で進めていきたいと思います。19 世紀末からナチスの時代におけるドイツ語圏での

社会改革運動を主な対象に、優生学思想との関係についてお話いただきます。19 世紀末の科学技

術の発展、工業化、都市化といったことの中で、体制を問う問題、あるいは生活を改善する運動

がどんなふうにおこなわれたか、その中で優生学という思想がどのように発展したかといったこ

とについてお話しいただくわけですが、すごくアクチュアルな問題なので、討論の中で、まさに

今の具体的問題に繋げて議論いただけるだろうと確信しております。 

 通例は若干私のほうからご講演者紹介をしておりますが、今日は私にとってもかなり新しいテ

ーマで、少し紹介の仕方が難しいので、大変申しわけありませんが、大貫先生のほうから自己紹

介をいただくような形にさせていただければと思います。今日ご講演いただくテーマは大貫さん

のオリジナリティあふれる研究の一つです。大貫さんの研究内容と今回のテーマの背景にある問

題意識をふくめ、自己紹介をお願いできればと思います。 

 では早速ご報告をいただきます。90 分ぐらいと伺っておりますが、時間はそれほどお気になさ

らず、自由に延長していただきますようお願いします。今回はオンライン２回目ですので、前回

よりスムーズにいきたいと思います。参加者の皆さんには、後の討論のときに、お名前などおっ

しゃってご発言いただければと思います。 

 では、大貫さん、よろしくお願いいたします。 
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画像① ヘレーネ・シュトゥッカー 

 

社会改革思想と優生学思想の親和性－19 世紀末からナチス時代へ 

大貫 敦子 

 

大貫 ありがとうございます。安藤先生からまず自分の紹介をせよということでしたが、私自身

の専門分野はドイツ文化・思想でして、もともとの出発点はフランクフルト学派、批判理論のあ

たりです。ホルクハイマーとアドルノの『啓蒙の弁証法』から始まりまして、ハーバーマスなど

を扱ってきました。 

 有名な『啓蒙の弁証法』のテーゼで、啓蒙的な理性がなぜ野蛮に陥ったのかというものがあり

ます。その理由として、いわゆるナチスに至るまでの非合理主義とか、理性の道具的理性への堕

落とか、いろいろなことが言われています。これをよくよく見てみますと、一口で非合理主義が

原因だったとは言えないというか、ナチスに至る前の 19 世紀末から 20 世紀初頭あたりには、非

常に多種多様な改革思想が登場し、時代の閉塞性を何とか破ろうとするいろいろな形での運動や

思想が展開されていました。 

 私は、これらの個々のいろいろな運動を見ていったほうがおもしろいのではないか、そこから

なぜナチスが出てくるのかと考えていったほうがいいのではないかという気がいたしまして、ド

イツでいうなら、いわゆる表現主義とか、クリムトに代表されるユーゲントシュティールとか、

芸術だけでなく建築や生活にまで広がる多種多様な方面で、改革を進めよう、変えていこうとい

う思想や運動がたくさん出てくる時代に魅せられ、ここしばらくのところはずっと、当時の青年

運動、社会改革運動、生活改革運動をめぐる資料を集めてきています。 

 その中でどこかひっかかったのが優生思想との関係でした。今日取り上げるヘレーネ・シュト

ゥッカーという女性の場合も、生活改革運動もそうですが、そのほかのいろいろな社会思想系の

運動、あるいは女性運動をしていく中で、そこに優生思想が絡んできていました。この当時の社

会主義にしても女性運動にしても、個々人の自由を広げていく、個人の権利を重視していくこと

が基本にあったはずなのに、なぜそれが人間の選

別という優生思想につながったのか。その部分の

解明ができればと考え、こういう素材を扱ってき

ております。今日の発表の趣旨は、そういった関

係を取り扱いながら一体この時期の優生思想とは

何だったのかを考えてみたいということでして、

タイトルとしては「社会改革思想と優生学思想の

親和性」といたしました。 

 では発表に入りたいと思うのですが、まず、今

日扱おうと思っているヘレーネ・シュトゥッカー

という女性について、ほとんど知られていないと

思いますので、一体どういう人なのかということ

を簡単にご説明したいと思います。（画像①） 

 今お見せしております写真のような方ですが、

略歴を簡単に申し上げますと、８人兄弟の一番上

の子として 1869 年に生まれ、８人兄弟のうち育っ
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たのは５人だけでした。母親自身が多産のため病弱だったことが、後にシュトゥッカーが母性保

護の思想に傾いていく原因であったとも言われています。非常に権威主義的、ピューリタン主義

的な父親と対立し、早くから独立を望んで家を出ております。教員の資格を得るのですが、その

過程では、教育に非常に尽力し、女性運動で有名な女性の一人でもあるヘレーネ・ランゲという

方のおかげでギムナジウムに入ることができました。 

 その後、ベルリン大学で学ぼうとするのですが、この当時まだ女性は大学で学べず、聴講生と

して許可されたにすぎませんでした。シュトゥッカーはそのころから大学で学ぶ女性たちのため

の団体を立ち上げたりしています。また有名な話かと思いますが、ヴィルヘルム・ディルタイの

秘書もしていました。ただ、ベルリン大学では聴講生にしかなれなかったこともあり、当時つい

ていた先生も女性蔑視の発言をしたりする人だったので、そこにはいられなくなってグラスゴー

大学に移り、そちらで文学や哲学を学ぶことになります。この大学の先生であったティレという

人の奥さんが亡くなったとき、シュトゥッカーはティレから自分の恋人かつ子供の母親になって

くれと頼まれるのですが、「私は愛人でもないし母でもない」と、それをきっぱり断っています。

女性に対する、単なる愛人とか、妻のかわり、母のかわりという見方を、きっぱりと批判してい

ます。このあたりのところも後の女性解放運動への関心につながっているのかと思います。 

 ちなみに、ティレという人は社会主義政党に入っていたのですが、とても極端な社会ダーヴィ

ニストで、『ダーヴィンからニーチェへ』という著書も書いています。当時はダーヴィニズムの考

え方が非常に強かったのですね。シュトゥッカーも社会ダーヴィニズム的思考をティレの影響で

学んでいたのだろうという気がします。 

 彼女は 1901 年にようやく博士号を取るのですが、博士号を取得した最初の女性たちの一人と言

われています。その意味では、非常に女性として先駆的な人物だったと言えると思います。1902

年には女性の参政権のための団体をつくっています。さらに、この年には性病撲滅のための団体

もつくっています。1905 年には、これが後々重要になってくるのですが、「母性保護とセクシュ

アリティ改革協会」というものをつくり、その会長に就任しています。この団体には男性も３分

の１ほど入っていて、その中に後々問題になってくる人種主義的な優生学の提唱者となるプレッ

ツという人もいました。このころブルーノ・シュプリンガーという弁護士と知り合いになるので

すが、彼とは一緒に生活はしていたものの、最後まで結婚はしませんでした。女性の生き方とし

て、恋愛と結婚とは違うという考えを実践でも貫いた人であったということです。 

 1913 年と 1914 年にはフロイトを訪ね、1919 年には兵役反対者連盟をつくっています。当時の

ドイツの政治状況を言い添えておきますと、社会民主党の中からよりラジカルな考えを持つ若い

人たちが独立社会民主党をつくり、そのメンバーだったカール・リーブクネヒトとローザ・ルク

センブルクが暗殺されるという事件がありました。彼女は、この暗殺を批判する署名活動をケー

テ・コルヴィッツという版画家と一緒におこない、社会民主党を批判する独立社会民主党の立場

をとったということで、母性保護とセクシュアリティ改革運動の団体から除名処分を受けていま

す。ここから、この母性保護運動の団体は社会民主党系の考え方が強かったことがわかるかと思

います。 

 その後、1925 年には平和運動の活動をおこなっていますが、このころの非常に重要なものとし

ては、1929 年に妊娠中絶の禁止を定めた刑法 218 条に反対する運動を展開しています。また、1933

年にナチスが政権をとると、図書館蔵も個人蔵も、彼女の著作全部が没収されています。このた

め、現在彼女の著作にアプローチするのが非常に難しくなっておりまして、雑誌に投稿してある
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論文が主な出典情報となっています。そして、1943 年には亡命先のニューヨークで死去していま

す。 

 ヘレーネ・シュトゥッカーという人はこういう人生をたどったのですが、彼女がどういう人物

でどういう位置づけにあったのかということを、ちょっと頭の中に入れておいていただければと

思います。 

 では、ここから本題の発表に移りたいと思います。「社会改革思想と優生学思想の親和性」とい

うタイトルで、19 世紀末からナチス時代へと至る時代を扱いたいと思います。19 世紀末から 20

世紀初頭のドイツ語圏では幾つもの社会改革思想が見られるわけですが、それらが優生学思想と

一体どういう関係にあったのかを、ヘレーネ・シュトゥッカーの考え方を中心に置きつつ、以下

の四つの観点から見ていきたいと思います。 

 １番目に、社会改革運動の類型と「生活改革運動」の特徴、２番目に、生活改革運動とヘレー

ネ・シュトゥッカーとの関係、３番目に、ヘレーネ・シュトゥッカーにおける母性保護思想と優

生学、最後に、シュトゥッカーにおける Rasse という概念についてです。「Rasse」というのは、

ちょっと訳しにくいところがあるので、ドイツ語のままにしてあります。生物学的な「種」とい

う意味合いから、ナチスの時代に向かっていく中で、次第に「人種」という意味合いが強まって

いくのです。シュトゥッカーには「Rasse」イコール「人種」とは言えない部分があるので、とり

あえず「Rasse」としておきました。どういうニュアンスの違いがあるのかは、後ほどお話しした

いと思います。 

 

Ⅰ．社会改革運動の類型と「生活改革運動」の特徴 

 では、まず社会改革運動の類型のところからいきたいと思います。社会改革運動が幾つかある

中で、「生活改革運動（Lebensreformbewegung）」はドイツに特徴的な現象です。ほかの文化圏で

はあまり見られないというか、似たようなものはあっても、ドイツのようにここまで広がってい

ったというのは、ちょっと特徴的な傾向なのかなと思っています。 

 19 世紀から 20 世紀におけるいわゆる社会改革の思想を三つの類型にまとめてみました。この

三つの類型の中で、生活改革運動とほかのものがどう違うのかを、まず最初にお話ししたいと思

います。 

 19 世紀後半を考えてみますと、地域にかかわらず起きた運動として、まず社会主義・社会民主

主義思想に基づく労働運動があったと思います。これは資本主義にかわる社会主義あるいは共産

主義という別の社会体制を要求する運動であり、労働運動という意味では組織化された運動と言

えると思います。 

 それから、もう一つの大きな傾向として女性運動があります。同権・対等性を求める参政権運

動というグルーピングが一つあり、それから少しおくれて、1880 年代、1890 年代ぐらいになると、

差異派と言われるグループが登場してきます。こちらは女性固有の権利を重視するという点で参

政権運動派とはまたちょっと違った要求を出しているのですが、この両方をあわせて女性運動と

してまとめてもいいのかと思います。 

 ３番目としてあげられるのが、生活改革運動です。この３番目の運動が１番目や２番目と違う

のは、社会制度全体の変革を求めるものではなく、むしろ個人の生活スタイルの変革を重視した

という点と、既存の価値観や生活習慣の変革を目指したという点にあります。その担い手となっ

たのは、市民的中間階層、あるいは知識人階層といった人たちでした。いわゆる大衆運動とは違
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画像② フィドゥス（土地所有改革の雑誌の表紙） 

In: Felix Linzner (Hg.) Gelebte Utopien,Siedlungsprojekt der Lebensreform. 

 (Würzburger Studien zur Europäischen Ethnologie, Band 10. 2021) 

って、社会全体を変えるというより、むしろ生活スタイルや生活の仕方、物の考え方や既存の価

値観を変えようとする運動でした。その点で１番目や２番目とは違ったタイプの社会運動と言っ

ていいと思います。 

 生活改革運動には多種多様な運動が含まれますが、全体に共通する点としては、19 世紀後半か

ら都市化、工業化が顕著になったことによる生活環境の悪化に対し、健康な生活を求めて自然へ

と回帰しようとする運動だったということです。また同時に、既存の物の考え方、市民階層的な

価値観に疑義を訴える運動でもありました。結婚、家族、ジェンダー観、セクシュアリティのあ

り方などに関する市民階層的な価値観を個人の自由を束縛するものと捉え、新しいあり方を求め

たわけです。その中から出てきたのが自然療法、菜食主義、裸体運動、表現主義ダンスといった

ものでして、総じていうなら、先ほどの１番目や２番目の改革運動と比べ、３番目の生活改革運

動は身体に関心が置かれていることがその特徴であろうと思います。 

 では、生活改革運動としてどういうものがあったのか、ちょっと具体的にお見せしたいと思い

ます。 

 まず、フィドゥス

（Fidus）というイラ

ストレーター、画家

がおりました。本名

はフーゴ・ラインホ

ルト・カール・ヨハ

ン・ヘッペナーとい

うのですが、青年運

動のいわゆるカルト

的な存在で、この人

の絵がこの時代の生

活改革運動の位置づ

けをよくあらわして

いるので、見てみた

いと思います。フィ

ドゥス自身、菜食主

義的平和主義者で、裸体主義の運動を非常に積極的に進めていました。1888 年には、裸体運動を

している最中、バイエルンの当局に裸体であったがゆえに逮捕されたりもしています。それから、

土地所有改革（Bodenreform）主義でもありました。これは、別の言い方をするなら、アナーキー

的社会主義と言ってもいいと思います。また、田園都市運動との結びつきも見られますし、セク

シュアリティ自由化の運動もしています。 

 土地所有改革主義をアナーキー的社会主義と申しましたが、それがどういうことなのかをよく

あらわしているのが次の絵です。これはフィドゥス自身のイラストですが、分岐点に道しるべが

ありまして、左に行くと共産主義、右に行くと資本主義、真っすぐ行くと土地所有改革主義とな

っており、その目指す先には太陽が昇って明るい未来があるといった絵を描いています。（画像②） 

 この土地所有改革とは何なのかというと、土壌を耕して改良するといった問題ではなくて、土

地の所有をめぐる問題です。土地を所有する人と使用する人との関係を利子ゼロでやっていくと
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画像③ Fidus 「光の祈り」(1913)  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fidus_-_Lichtgebet,

Farblithographie 1913.jpg 

 

 
画像④ 改良服のグスタフ・クリムトとエ
ミリー・フレーゲ
https://www.austria.info/de/inspiration/meister-und-meisterwer

ke/emilie-floege-muse-von-gustav-klimt-und-modedesignerin 

いう意味で、共産主義でも資本主義でもない共

同土地所有を目指す運動でした。土地を共同所

有し、個々人の土地使用者は土地所有者（個人

または法人）に使用料を払うのですが、より利

益が出るようなプラスの形で払うのではなくて、

プラスマイナスゼロの形で払うわけです。シル

ビオ・ゲゼルという一風変わった思想家がいま

すが、その人が唱えた利子のない貨幣経済のあ

り方を反映したのがこの土地所有改革運動にな

っています。 

 フィドゥスは青年運動で一種のカルト的人気

を博したと先ほど申し上げましたが、彼を有名

にしたのが、絵葉書に描かれたこの「光の祈り」

という絵です。（画像③）裸体であり、青年であ

り、両性具有的であり、その人物が光に向かっ

ているということで、当時の青年運動の中で爆

発的人気を得て何十万枚も売り上げました。若

さによって今までの社会を打ち破って新しいも

のを目指し、裸体になってそれまでの押しつけ

の社会慣習を脱し、両性具有的にそれまでのジ

ェンダー役割を超えて全く新しいジェンダー観

を求めていく。それが光に結びつくということ

で、この絵は非常に象徴的なのかと思います。 

 次に指摘しておきたいのは、ユーゲントシュ

ティールという芸術様式と生活改革運動との関

係です。それをよく示しているのが、グスタフ・

クリムトのウィーン工房でつくられた改良服で

す。彼は工房を持っておりまして、絵だけでな

く、このような体を束縛しない寸胴型の服もつ

くりました。体の束縛を求める市民階層的な衣

服でなく、もっと自然に、もっと自由にという

ことをあらわしたわけです。これは改良服を着

たクリムトとエミーリエ・フレーゲです。（画像④）彼女はよくクリムトの絵に描かれている人で

す。クリムトは男性型の改良服を着ています。 

 青年運動の中で一番有名なのはワンダーフォーゲルの運動かと思います。一時日本でも大学で

ワンダーフォーゲル部というのがありましたが、「Wandervogel」というのは「渡り鳥」という意

味です。若い人たちが集まって山を歩き、そこで歌を歌ったりする運動です。1896 年にベルリン

のシュテーグリッツというところで突然起こりました。若者たちが集まって、大人の関与を受け

ずに、先生や親の干渉のない青年たちだけの自主組織としてハイキングを計画したのです。最初

は男性だけの運動でした。女性が入り始めてからも、最初は男性と女性が別々のグループだった
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画像⑥ ロイ・フラー 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E

3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC 

 
画像⑦ イサドラ・ダンカン 

 

画像⑤ ワンダーフォーゲル 

http://wandervogel.com/history.html#5 

ので、ご覧いただいているのは運動が始まって

かなりたってからの写真だと思います。（画像

⑤）男性と女性が一緒に活動していたことがわ

かります。 

 親や教師抜きで青少年が企画運営して野山を

歩き、歌い、共同生活をするといったたわいな

いといえばたわいない運動ですから、政治との

関係は全然ないのですが、これが下地となって

後にナチスのヒトラーユーゲントに結びつくよ

うな青少年団体に変化していくところもあるの

で、実は全く関係ないというわけでもないので

すね。ただし、直結するわけではありません。

この青少年運動がすぐヒトラーユーゲントにつ

ながるわけではなく、これを一旦禁じた上で新

しく組織化されたのがヒトラーユーゲントなの

で、連続性があると言い切ることもできないと

いうことで、ここではこの程度の曖昧な言い方

ですませておきたいと思います。 

 次に、自由な身体運動という観点から、表現

主義ダンスとの関連をちょっとお見せしたいと

思います。ロイ・フラー、イザドラ・ダンカン、

マリー・ヴィグマン、ルドルフ・ラバンの４人

をあげます。 

 これがロイ・フラーです。（画像⑥）大きな布

を使って踊るのが特徴的で、これは 1900 年ごろ

の「ユリのダンス」と言われるものです。アメ

リカで生まれ、ヨーロッパに渡ってきています。

この布を使った独特の踊りは、当時のフランス

でロダンやマラルメなどに非常に大きな影響を

与えたと言われています。1900 年のパリ万博の

ときにはロイ・フラー劇場というものが設けら

れ、そこで日本から行った川上音二郎一座や貞

奴たちが上演したりもしていまして、そのよう

な接点があったのはおもしろいところです。 

 イザドラ・ダンカンもアメリカ生まれで、世

紀転換期あたりにヨーロッパにわたってくるの

ですが、このギリシアの巫女のような姿からも

わかるように、ギリシアに理想的な身体のあり

方を求めています。（画像⑦）オリンピックの点
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画像⑧ マリー・ヴィクマン

「魔女の踊り」（1926） 

 

画像⑨ ルドルフ・ラバン「身体合唱ダンス」

（ハンブルク） 
ルドルフ・ラバン『新しい舞踊が生まれるまで』日下四郎訳、

大修館、2007 年、77 ページ。 

火式で見るような衣装ですが、このようなギリシア風のものを取り入れ、自由ダンスを発展させ

ています。特に常に裸足であったのが特徴的で、それまでのバレエのように、シューズを履き、

体を締めるのでなく、より自然に戻るということが、イザドラ・ダンカンの場合はギリシアに戻

ることを意味していました。 

 マリー・ヴィグマンはドイツに生まれ、ずっとドイツで活

躍しました。「魔女の踊り」で有名です。（画像⑧）動画が残

っているので、それを見るとすごくおもしろいのですが、座

ったまま踊るのですね。太鼓なども使用した非常に野生的な

踊りで、とても新鮮な新しい境地を開いたと言えます。 

 ルドルフ・ラバンはブラチスラバの出身で、ずっとドイツ

で活動し、途中から亡命してイギリスに行っています。ルド

ルフ・ラバンの場合、生活改革の人たちにとって一つの聖地

となっていたスイスのアスコナで裸体文化を発展させていま

す。本当に裸になって一日中過ごし、その中で踊ったりして

いました。集団ダンスも展開しています。（画像⑨） 

 彼らがつくり出した新しい身体運動は非常におもしろく、

それまでにない試みだったのですが、1936 年のベルリンオリ

ンピックでは、開会式のマスゲームの構想がマリー・ヴィグ

マンに委託されています。ルドルフ・ラバンにも委託された

のですが、最後の最後のところで逃げてし

まったので、最終的にはマリー・ヴィグマ

ンだけが残る結果になりました。裸体運動

から始まった新しい身体運動がマスゲーム

の形でオリンピックの開会式に使われると

いうのは、おもしろい現象だと思います。

もちろんナチスからすると裸体運動そのも

のを推進するつもりはなかったものの、集

団での身体運動が人々をまとめ上げる点で

オリンピックに使えると考えたことは、あ

る意味においてマスゲーム的身体とナチス

的集団身体とは通底するものがあると思わ

れます。 

 

Ⅱ．生活改革運動とヘレーネ・シュトゥッカー 

 ここからは、今見ていただいた多様な社会改革運動の中で、ヘレーネ・シュトゥッカーがどう

いう形で生活改革運動に絡んでいったのかというお話をしたいと思います。 

 社会改革運動と優生学との関係を見る上でヘレーネ・シュトゥッカーの思想に注目したいと思

うのですが、ヘレーネ・シュトゥッカーは、先ほど申し上げた三つの類型の運動すべてにかかわ

っていると同時に、優生学を肯定しています。まずこの立場について少し考えていきたいと思い

ます。ヘレーネ・シュトゥッカーという人が事典的な項目で紹介されるときには、大体次のよう
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に書かれます。「女権主義者、平和主義者、出版者、セクシュアリティ改革主義者、社会改革主義

者、優生学主義者」と、必ず「優生学主義者」が出てくるわけです。平和主義にしても、セクシ

ュアリティ改革にしても、女権主義にしても、本来であれば個人の尊厳を重視する諸改革を求め

るような思想がなぜ人間の選別を肯定する優生学に結びつくのかというのが、私の問いの出発点

となりました。 

 生活改革運動とヘレーネ・シュトゥッカーの接点がどこにあったのかといいますと、まず最初

に、思想的な背景としてニーチェがありました。1890 年代、ドイツ語圏では、いわゆるニーチェ・

ブームと言われるような、すごくニーチェがもてはやされる時期がありました。著作の中でも特

に『ツァラトゥストラはこう語った』がブームを生んだきっかけとなっています。この出版自体

は 1883 年から 1885 年の間で何回かに分かれているのですが、それを読んだ若者たちの間で、あ

るいは若者以外の成人も含めて、1890 年代に熱狂的とも言えるニーチェ・ブームが到来したので

す。当時の社会の中で今までの物の考え方や価値観に閉塞感を感じていた市民階層知識人にとっ

て、これが現状打破の展望を与える新しいものと捉えられました。 

 『ツァラトゥストラ』の中で言われる「超人」というのが、この生活改革運動の人たちにとっ

ては、自分自身を克服して「新しい人間」になることと理解されました。そして、「新しい人間」

というのは、ニーチェが言うところの「homo natura（自然的人間）」という意味で、都市化や近代

化によって失われてしまった自然との近しい関係を取り戻すことと理解されました。そこから自

然療法や裸体主義などが出てくるわけです。ここで後の話との関係で重要になってくるのが、自

己克己によって自分自身を乗り越えて「新しい人間」になるということと、自然に戻り、自然と

の関係を取り戻すということです。 

 もう一つ、「新しい人間」というコンセプトがシュトゥッカーにおいては、彼女の考える「新し

い倫理」につながっていきます。これは既存の結婚観からの自由を求めるもので、恋愛と結婚は

別という考え方に基づいています。シュトゥッカーは、自身が発行していたDie Neue Generation

という雑誌の中に、イギリス啓蒙のフェミニストであるメアリ・ウルストンクラフトが書いた『女

性の権利の擁護』という著作から、「愛のない結婚は売春である」という言葉を引いています。こ

の言葉を引用しながら、結婚における女性の自己決定権を主張しているのです。シュトゥッカー

の場合、ウルストンクラフトの影響が非常に強く、「100 年前のフェミニスト」として賞賛してい

ます。 

 さらに個人的な生活においても、彼女は旧来の性的役割分業や異性愛主義を否定しています。

先ほども略歴のところで少し申し上げましたが、女性を妻や母としか見ないような男性からの結

婚の申し込みはきっぱりと拒否していますし、恋愛関係にあったシュプリンガーとは最後まで法

的結婚をしませんでした。それから、シュプリンガーが亡くなった後は、ある女性と共同生活を

送っています。いわゆるシスターフッド的な同性同士の共同生活を送ったということです。旧来

のジェンダー観や、そのジェンダー観に基づいた生活の仕方に対して、全く新しいあり方を求め

ていたと言えると思います。 

 生活改革運動とヘレーネ・シュトゥッカーの２番目の接点は、彼女の求めた健全な社会と、そ

れを実現するための禁酒主義です。 

 禁酒主義は生活改革運動の主要な柱の一つになっておりました。その背景には労働者のアルコ

ール依存と貧困の問題がありました。当時は労働者の賃金がお金でなく質の悪いアルコールで支

払われていたこともあり、貧困とアルコール依存の悪循環が最大の社会問題になっていたのです。
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当時の有名な劇作家であるゲアハルト・ハウプトマンの戯曲に『日の出前』という作品があるの

ですが、そこでもまさに貧困とアルコール依存の問題が描かれています。ハウプトマン自身、そ

ういう社会を見て、本人も禁酒主義に転向しています。 

 ただ、この時期にはアルコール依存が遺伝性の病気だという非科学的な説が広がっておりまし

て、アルコール依存の問題と、優生学によって遺伝性の疾病をなくそうとする運動とが一緒にな

るということがありました。アルコール依存はまったく遺伝性の疾病ではないのですが、そうい

う非科学的な説の存在が優生学を進める一つの理由にもなりました。シュトゥッカー自身も、ア

ルコール依存を社会全体の退化とみなし、禁酒によって健全な社会を担う「新しい人間」をつく

り出そうと考えていました。 

 この時期の「健康」「健全」という言葉の背景には、ニーチェの「大いなる健康」という表現が

共振していました。ただ、ニーチェの場合には健康と病が常に相対立するものでなく、微妙に絡

んでくるところもあったのに対して、生活改革運動においては「健康」「健全」と「病的」「不健

全」が相対立するものとしてあって、「健康」「健全」がよいもの、「病的」「不健全」が異常であ

り排除すべきものという二項対立の構図ができていました。正常でないものを不健全あるいは異

常として排除したほうが社会全体はよくなるという考え方自体が、後の優生学の肯定につながっ

ていくと見ることもできるのかと思います。 

 ３番目の接点は、女性解放運動と生と性の解放運動です。 

 先ほども申し上げましたが、19 世紀の最後のあたりには、それまでの単なる参政権獲得運動で

はなくて、差異派フェミニズムとも言えるものが登場してまいります。生活改革運動における女

性の意識の変化として、単に同権を求めるのではなく、女性固有の要求を実現しようとするよう

になるのです。1960 年代、1970 年代にいわゆる第２波フェミニズム（差異派フェミニズム）が生

まれてきますけれども、この運動で掲げられた要求とも非常に似ていますので、シュトゥッカー

を差異派フェミニズムの先駆と言うこともできるのかと思います。 

 どういう人がいたのかというと、まず、シュトゥッカーをギムナジウムで指導したヘレーネ・

ランゲがおります。彼女は女子教育に傾注しました。それから、ゲルトルート・ボイマー、エレ

ン・ケイといった女性たちが差異派フェミニズムに分類できます。エレン・ケイは恋愛至上主義

でよく知られていると思いますが、結婚は無視して構わないというか、とにかく自分の思うまま

に恋愛できることが女性の自由であるとして、既成のジェンダー規範を超えることと、それに結

びついて母性保護の重要性を言いました。すなわち、恋愛することは子供を産むこととは違うの

で、望まない妊娠の場合には中絶を許す。そういう意味での母性保護という考え方を一緒に主張

しています。 

 このヘレーネ・ランゲとゲルトルート・ボイマーという２人の女性は一緒に生活していて、い

わゆるシスターフッドの関係にあったと言われています。それから、エレン・ケイは生活改革運

動の中心地の一つである南スイス・アスコナのモンテ・ヴェリタを訪問してもいます。こういっ

たことから、この時期における生活改革運動は、女性解放運動、セクシュアリティ解放運動と密

接に結びついていたと言えると思います。 

 さらに、生と性の解放運動については、エレン・ケイのところでも言いましたが、シュトゥッ

カーの場合にも、未婚の母の保護運動が非常に重要な位置を占めています。結婚関係外の妊娠・

出産に向けられた偏見のため、医学的処置によらない堕胎に追い込まれる女性がたくさんおり、

婚姻外の出生児の保護も必要だったことから、シュトゥッカー自身は 1912 年に 11 の施設をつく
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っています。 

 もう一つ、同性愛の法的承認を求める運動を起こしているという点でも、今までのセクシュア

リティにとらわれない人間関係の中でのセクシュアリティを肯定する立場と言えます。同性愛を

刑事罰の対象にする刑法 175 条の廃止を訴えるため、当時ベルリンに性学研究所をつくった精神

科医のマグヌス・ヒルシュフェルトとも共鳴し、一緒に運動を展開しています。 

 ここで、ヒルシュフェルトの理論も少しだけ見ておきます。ヒルシュフェルトは、同性愛を先

天的なものとみなすことで、それは犯罪ではないという形で法的な承認につなげようとしました。

そのちょっと前のクラフト・エービングも同じく同性愛を肯定しようとしたのですが、彼はヒル

シュフェルトとは考え方が違っていて、同性愛を病理的な現象と捉え、正常からの逸脱であるか

ら治療をすれば治ると考えていました。現在からすれば両方とも問題を含む理論ですが、刑法 175

条反対の運動では、同性愛が犯罪ではないと考える点でヒルシュフェルトとエービングが一応立

場をともにしたわけです。先天的なものという見方も病理現象という見方も今から見れば問題で

すが、ヒルシュフェルトの理論は、医学的介入も法的介入も必要ないことを明らかにした点で、

当時の状況の中ではより当事者に沿った観点だったと言えるのかと思います。 

 

Ⅲ．ヘレーネ・シュトゥッカーにおける母性保護思想と優生学 

 では、ここからヘレーネ・シュトゥッカーにおける母性保護思想と優生学の結びつきについて

見ていきたいと思います。 

 先ほど申し上げたように、シュトゥッカー自身、世紀末の運動の中でニーチェ的なイメージと

しての「新しい人間」の必要性を訴えていたわけですが、では「新しい人間」と母性保護との関

係はどうだったのでしょうか。 

 先ほどの人物紹介で彼女が母性保護の必要性を主張した背景には自分自身の母親のことが念頭

にあったと申しましたが、継続的に妊娠し、たくさん子供を産まなければいけないために女性自

身の身体的負担が大きいことは、当時多くの女性が悩んでいた問題でもありました。そこでシュ

トゥッカーは、自分自身の経験も含めて、生まない権利と自覚的な避妊の必要性を主張したわけ

です。ここでまた「自己克己」が重要なキーワードになってきます。ニーチェ的な意味での自己

克己による「新しい人間」の創出という考え方があったと思われますが、シュトゥッカーの場合、

それが優生学に結びついていきます。 

 ここでシュトゥッカー自身が「新しい人間」をどのように捉えていたのかを表す文章を引用し

ます。これは彼女自身が発刊していた雑誌に書いた 1905 年の記事です。そこでは「人間が人間以

外のすべての事柄を人間の理性的な認識に従わせてきたように、人間は常に人類の重要な関心事

を支配できなければならない。その関心事とは、新しい人間の創造である。治癒の見込みのない

病人や奇形が生殖によって生まれないようにする方法を見つけなければならない」1と言っていま

す。 

 「治癒の見込みのない病人や奇形が生殖によって生まれないようにする方法を見つけなければ

ならない」というのは、まさに優生学の方法を肯定する立場であって、優生学により「新しい人

間」を生み出すことができると考えていたことの証拠と言えます。また、この引用の前半から、

人間は理性によって自然を支配することができるという考え方が前提になっていることが非常に

                                                  
1 Stöcker (1905): Mutterschutz I , H. 1. S. 9. 
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はっきりわかります。優生学の肯定は、人間による自然の支配がよりよき社会に結びつくという

確信に基づいていると言えると思います。 

 次の引用は、選別ということを非常に肯定的に述べているところです。「（新たな社会及び性の

秩序）においては、生殖と親子関係が、意識的な人間の選別の観点において、（人類の）より高い

発展のために寄与することになるだろう。（……）特に生物学的・社会性学的な施策によって、

より人類を高く発展させるという問題は、これまでに可能だったよりもさらに踏み込んで扱われ

るべきであろう」2とあります。 

 ここでは、はっきりと意識的な人間の選別がより高い発展に寄与すると言っていて、優生学を

よりよき社会のための手段と考えていたことが裏づけられると思います。「生物学的・社会政策的

な施策によって、より人類を高く発展させる」というのは、まさに優生学のことを言っているわ

けです。 

 ただ、確かに優生学を肯定はしているのですが、シュトゥッカーの肯定する優生学は、いわゆ

る強制的去勢ではなく、あくまでも自己意思による去勢、あるいは自制による予防という意味で

す。ここからも「新しい人間」の解釈において自己克己が非常に強い要素だったことがわかりま

す。ですから、優生学を適用するという場合にも、何でもかんでも優生学的な観点から人間の身

体に介入していいと言っているわけではないのです。ここは注意が必要なところかと思います。 

 ここで、シュトゥッカーが当時の優生学にどのように関係していたのか、シュトゥッカーの周

辺で言われていた優生学とはどういうものだったのかをお話ししておきたいと思います。 

 シュトゥッカーが 1905 年に創設した「母性保護と性改革のための協会」という団体には男性も

かなりいたということを先ほど申し上げましたが、その中で重要な役割を果たした一人がオーギ

ュスト・フォーレルです。スイスの精神科医で、脳科学者で、禁酒運動の代表者の一人でした。

政治的には社会主義者で、平和主義者であり、優生学を社会改革に使おうとする立場でした。こ

のフォーレルの立場は、ある意味シュトゥッカーの立場と非常に近いものと言えると思います。 

 フォーレルの考え方を簡単にまとめてみますと、社会には「進歩」が重要で、それに反するも

のが「退化」であり、この「退化」を防止するためならば身体への介入をしてもいいと彼は考え

ました。実際に精神疾患のある女性への断種手術を実施していまして、この点はシュトゥッカー

とちょっと違います。ただ、シュトゥッカーも、本人の同意があれば身体への介入もという立場

でしたから、フォーレルが本人の同意なしにこの手術をしたわけではなかったことから、そうい

う意味ではシュトゥッカーの思想と重なっていると言うこともできるのかと思います。 

 もう一つのフォーレルの考え方の特徴として、セクシュアリティと再生産とを区別する必要が

あるということを主張していることです。と同時に、再生産が結婚のための絶対的な条件である

必要はない、あるいは人間と人間がともに生活するための条件である必要はないので、同性愛の

男性同士の結婚も法的に認めるべきという立場をとっていました。これは今から考えるとすごく

進歩的ですね。ヨーロッパでも同性同士の結婚を認めるようになったのは本当にここ十数年ぐら

いですから、この時代に既に同性愛の結婚を認めてもいいという立場をとっていたというのは、

今から考えるとすごく先駆的な主張だったと思います。 

 それから、男女の同権はもちろんですが、女性の家事労働と男性の家事以外の労働を同等とみ

なすよう要求しています。一時期フェミニズムの中でも女性の家事労働を労働として認め、賃金

                                                  
2 Stöcker (1910): Die Neue Generation. 6 (1910), H. 1, S. 2. 
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として計算すべきという主張がありましたが、男性の立場から女性の家事労働が無償でないこと

をきちんと指摘したというのは、これもまたすごく進歩的な部分かと思います。 

 それから、反ユダヤ主義を初め、すべての人種主義に反対しました。ここから後の時代には優

生学と人種主義が結びつき始めますから、フォーレルはすべての人種主義に反対だったこと、少

なくともフォーレルまでは人種主義が優生学に入ってきていないことを押さえておく必要がある

と思います。1907 年に出されたフォーレルの『性の問題』という著書は 1938 年にナチスによっ

て禁止されていますから、先ほど説明したような性をめぐるさまざまな問題、同性愛の許容や人

種主義の反対といったことは、ナチスの思想とは相入れない、全く反対の思想であったわけです。

つまりナチスにとっては邪魔な思想でした。 

 ここで優生学の概念がどう変わってきたのかを簡単におさらいしておきたいと思います。 

 「優生学：Eugenik（eugenics）」というのは、ダーヴィンの従兄であるフランシス・ゴルトンが

1883 年に初めて使用した造語です。最初のころは、よりよい社会のためには環境改善より生物学

的改善のほうが有効であるという考え方に基づき、ダーヴィンのいう「種としての人類」の改良

を促す学問という意味づけがなされていました。この優生学の概念が次第に変わってまいります。

先ほど「Rasse」という概念についてちょっとお話ししましたが、フォーレルの時代までは

「Eugenik」のほうが使われていたのが、後の時代には、「人種衛生学：Rassenhygiene（racial hygiene）」

という語が使われるようになり、「人種」という言葉がつき始めます。ちょうどこのあたりが、優

生学が人種主義的に使われるか否かの分岐点に当たるのかと思います。 

 フォーレルが実施した、精神障害のある女性への断種手術の実施は「Rassenhygiene」の観点か

らだったと言われるのですが、この場合の「Rasse」は「人種」という意味ではなく、むしろ「人

類という種」という意味を持つのですね。少なくともこの時代までは、特定の人種の優劣のため

に選別をおこなうという意味ではありませんでした。「Rassenhygiene」というのは原語に基づくと

「人種衛生学」ないしは「民族衛生学」で、このあたりはちょっと訳し分けが難しいのですが、

少なくともフォーレルの場合「人種」という意味合いはないので、一応両方書いておきます。

「Rasse」が「人種」という意味を持ち始めるのは、フォーレルの弟子たちの時代に入ってからと

いうことになります。 

 さらにフォーレルの弟子たちについても見ておきたいと思います。 

 まず、先ほども少し触れたアルフレッド・プレッツという人がドイツで優生学の基礎を築きま

した。1890 年までは社会主義に傾倒しており、カウツキーの社会主義理論と人種主義を融合し、

人種衛生学（人種優生学）という概念、「Rassenhygiene」を初めて提唱しました。プレッツになっ

て初めてこの概念が登場しているので、その意味では、「人種」という考え方が優生学に入り始め

たのはこのころと言っていいのかと思います。 

 ただ、プレッツの場合でも、優生学の使い方として、人種主義の観点から選別をおこなうとい

うよりは、むしろ貧困の問題を政治的・経済的な方法でなく人工的な選別をおこなうことによっ

て解決すべきだと主張していたのです。社会主義ないしは社会民主主義の考え方のなかには、貧

困をなくすための社会福祉予算が充分でない場合に、優生学によって人工的な選別をおこなった

ほうが経済的に効率的なのではないかという考え方がありました。このあたりはフランスで展開

した新マルサス主義との関係もあると思うのですが、ひとまず今は先に進めます。橋本さんもい

らっしゃることですので、フランスの新マルサス主義との関係については、また後のディスカッ

ションで補わせていただければと思います。 
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 プレッツは、1920 年代以前には、反ユダヤ主義を批判していました。すなわち、ユダヤ人は劣

等だとか、いないほうがいいというような差別主義を批判していたのですけれども、1933 年にナ

チスが登場すると、ころっと立場を変えまして、ナチスの人口・人種政策問題専門委員に任命さ

れています。このことにより、率先して反ユダヤ主義を実践するような政策を進めていくことに

なります。1937 年には正式にナチス党員にもなっています。 

 その先に行くと、もっともっと「人種」という考え方が強くなっていきます。エルンスト・リ

ューディンという人もフォーレルの弟子ですが、精神科医であり人種衛生（人種優生）学者であ

って、プレッツの「Rassenhygiene」の概念をさらに確立していきます。プレッツと一緒に人種衛

生学（人種優生学）の協会をつくり、制度にしていくのです。この人は、1933 年以降、人種衛生

学・人種政策の部局の専門家会議の部長になっています。ナチスが 1933 年につくった劣性遺伝子

を有する子孫の出生防止のための法律はリューディンの優生学の説に基づいておりまして、この

あたりからナチスの人種政策的な優生学の推進者になったと考えていいと思います。 

 さてここからはちょっと系統の違う、つまりナチスの方向に行かなかった弟子たちです。 

 フェルディナント・ジーモンは、社会民主党で一番有名なベーベルという人の娘婿で、ジーモ

ン自身も社会民主党の党員でもあり、機関紙にも投稿しています。この時期にはフォーレルに学

んでナチスのほうへ行ってしまった人たちが次々と出てくるなかで、ジーモンはナチスの方向へ

は行きませんでした。早く亡くなったために影響を受けなかったとも言えるかもしれませんので、

そこから先も生きていたらどう展開していたのかは本人のみぞ知るという感じかと思います。 

 さらにちょっと毛色の違ったところでは、劇作家、小説家のゲアハルト・ハウプトマンや劇作

家のフランク・ヴェーデキントがいます。二人とも自然主義の作家と言っていいと思います。こ

の人たちは、当時の社会問題を扱っていますし、妊娠中絶の問題も扱っていますが、ナチスの方

向にはまったく行っていません。ヴェーデキントは 1918 年に亡くなっているので、もちろん行き

ようがないのですが、人種主義的な傾向は出てきていないということです。 

 このあたりが人種主義的な方向へ行かないフォーレル自身と彼の弟子たちと、ナチス的優生学

と人種主義的な方向へ行ってしまった優生学との分岐点になっていますので、フォーレル自身の

優生学のあり方がナチス的な人種優生学の起点、出発点、原因であるとは言えないと思います。 

 ここまで紹介してきたフォーレルの弟子の時代についてまとめておきます。 

 フォーレル自身は人種や民族に特化した優生学を展開しませんでした。ただし、その弟子たち

において、次第に人種や民族を念頭に置いた優生学思想が強くなっていきました。ナチス的な人

種主義に基づく優生学思想への転換点は、先ほど申し上げたとおり、リューディンにあります。

しかし注目すべきなのは、フォーレルを含めて、優生学への関心は、社会主義運動や社会民主党

の関係者の間で非常に強かったとことです。 

 既に 1890 年代に、ベーベルやカウツキーは、社会主義への移行の必然性を理由づけるため、ダ

ーヴィニズムに依拠していました。いわゆる社会ダーヴィニズムの考え方を社会主義への移行に

使おうとしていたことがうかがえます。それから、大衆の貧困の解決に、経済政策や福祉政策で

はなく、優生学の適用の方がより効果的であるという見解と結びついていました。社会主義への

移行の必然性と貧困の解決というこの二つの問題ゆえに、優生学が社会主義陣営の中で強かった

のであろうと思います。 
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Ⅳ．シュトゥッカーにおけるRasseという概念 

 最後になりますが、シュトゥッカーにおいて「Rasse」という言葉がどう使われているのかとい

うことです。先ほど申し上げたように、「Rasse」そのものには「人種」という意味だけでなく動

物的な「種」という意味もあり、「Rasse」イコール「人種」と訳すわけにいかないので、シュト

ゥッカー自身の言葉から見ていきたいと思います。 

 シュトゥッカーはたびたび「Rasse」という言葉を使っているのですが、先ほど紹介したリュー

ディンのいう意味での人種主義的な優生学、「Rassenhygiene」の意味では使っていません。 

 例えば、「＜母性＞とは、民族の幸福（das Wohl der Rasse）と、ドイツの人間を新たにする（die 

Auffrischung der deutschen Menschheit）という目的のために働こうとするすべての力の総体である」
3という文章があります。ここでは「deutsche Menschheit」は「ドイツ人」ではなくて「ドイツの

人々」「ドイツの人間」という意味なので、この中で使われている「Rasse」に「人種」という意

味合いは極めて少ない、あるいは皆無と言っていいと思うのです。ここでは「民族の」というよ

り「人間の」と理解したほうがよくて、彼女が「Rasse」という言葉を使う場合には、むしろ「人々」

あるいは「人類」という意味合いのほうが強いのかと思います。 

 もう一つ例を見ます。シュトゥッカー自身が主幹を務めていたDie Neue Generation という雑誌

の中で、「Rasse」という言葉は「Volk」と言いかえられています。「Volk」もまた訳しにくいので

すが、「民族」という意味でもあるし、あるいは「民衆」とか「人々」という意味でもありえます。

コンテクスト次第で「民族」にも「民衆」にも「人々」にも「人民」にもなり、一概に一つの言

葉で訳すのは難しいのですが、このシュトゥッカーの文章では、「（この雑誌が扱うのは）個々人

の生活の問題にとどまらず、民衆（Volk）の、そして最終的には人類全体（Menschheit überhaupt）

の精神的・物理的な健全性という文化問題なのです」4とあります。ここで「Rasse」が「Volk」

と言いかえられていて、さらにこの「Volk」は「民族」よりむしろ「民衆」「人々」という意味で

あり、さらにそれが最終的には「人類全体」と言いかえられていますので、シュトゥッカーの場

合、「Rasse」が「人種」という意味で使われることは皆無であると言ってもいいと思うのです。 

 シュトゥッカーと同時代における優生学への関心は、社会改革の関心から社会主義及び社会民

主主義において非常に強く、先ほども申し上げたように、19 世紀末における社会ダーヴィニズム

と社会進化論の影響が非常に強いと言えます。また、優生学が人種主義と結びつくのはフォーレ

ルの弟子の時代になってからであり、シュトゥッカーの場合には人種主義的な意味合いはないと

言えると思います。 

 ただし、「ドイツの人間を新たにする」といった言葉が出てくる箇所からは、潜在的なナショナ

リズムもうかがえます。このナショナリズムがナチス的な人種主義には絶対につながらないとい

う証拠を見つけることはできないのが現状です。というのも、先ほど申し上げたように、1933 年

にゲッベルスの命令で彼女の著作のほとんどが没収され、今は存在しないため、彼女の国家やナ

チスへの考え方、彼女自身が人種主義に対して何を言ったかを探すことが非常に難しいからです。

ただし、絶対につながらないと言い切れないとはいえ、彼女が亡命しており、著作が没収されて

いることからも、全体の状況からしてナチス的な考え方に賛同するようなことはありえないのか

と思います。 

                                                  
3 Stöcker (1910) : Die Neue Generation. 6, H. 3, S. 99. 
4 Stöcker (1910) : Die Neue Generation. 6, H. 1, S. 2. 
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 最後にまとめておきたいと思うのですが、遺伝的疾患を持った人や障害を持って生まれる子供

をなくすことが人類にとっての発展や向上であるというシュトゥッカーの思想は、明らかに障害

を負とみなすものです。そういう意味で生の選別を肯定しているわけですが、この生の選別を肯

定する思想は、現代では、例えば出生前診断の問題にもつながってくるのかと思います。 

 また、南アフリカの哲学者であるデイヴィッド・ベネターの「反出生主義」の問題提起にもつ

ながっていると思います。日本語のタイトルは『生まれてこないほうが良かった 存在してしま

うことの害悪』となっていて、今非常にはやっているようですが、すなわち、今の世界中の食糧

の問題にしても自然環境破壊の問題にしても、いずれも人間が生まれてくること自体が害悪なの

であって、むしろ生まれてこないほうがいいといった考え方です。なぜこれが近年注目されてい

るのかについても考えてみる必要があると思いますが、私自身は、この本を読んだとき、非常に

居心地が悪いと感じました。ベネターは「選別」という言葉を使っていませんが、むしろ生まれ

てくる前になくしたほうがいいという点で、障害を持って生まれてくる子供がいないことが人類

全体にとっての幸せという優生思想と、考え方としては全く同じだろうと私は受け止めたのです。

なぜこの思想が最近受けているのか、私には理由がわからないのですが、この点についてもまた

後の議論でいろいろディスカッションできればと思っています。 

 私が本日準備してきた素材はここまでです。参考文献も一応お見せしておきますが、書かれた

ものとして残っているのは、そのほとんどが彼女自身の発刊した雑誌です。そのほかには、１冊

だけ Liebe という小説が残されています。シュトゥッカーの研究は文献探しがすごく難しいとい

う難点があるとはいえ、もう少し残っている雑誌や論文や新聞記事を調べてみる必要があるとは

思っておりますが、今日はこれまでに私が調べた限りのところでお話をさせていただきました。 

 では、私の発表の部分はここまでにしたいと思います。 
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ヘレーネ・シュトゥッカー（Helene Stöcker）略歴 

 

1869. 13. Nov.：Elbersfeld（現Wuppertal の一部）に生まれる。 

1892  教員試験を受けるためにベルリンへ、ドイツ平和協会に入会、後に会長に就任 

1893  教員試験 

1894-1896  Helene Lange の指導のもとでギムナジウムを修了 

1896-1898  ベルリン大学の聴講生として哲学、文学、経済学を学ぶ 

       Verein Studierender Frauen の創設 

1897-1898  Wilhelm Dilthey の私設秘書（シュライエルマッハーの書簡整理のため） 

1898-1900  グラスゴー大学で聴講生となる 

1901   博士号取得（論文：Zur Kunstanschauung des XVIII. Jahrhunderts. Von Wickelmann bis 

Wackenroder.18 世紀における芸術観 ― ヴィンケルマンからヴァッケンローダーまで） 

（博士号取得した最初の女性たちの一人） 

1902  Verband für Frauenstimmrecht (Mitbegründerin) 

   Deutsche Gesellschaft für Geschlechtkrankheiten (Mitbegründerin) 

1905  Bund für Mutterschutz und Sexualreform （母性保護とセクシュアリティ改革協会） 創設（会

長就任）  

（1909 に会長は辞任） 

   論文集“Liebe und Frauen”出版。 

   雑誌“Mutterschutz”を主宰者として発刊（1908 年より“Die Neue Generation”） 

1911  “Internationale Vereinigung für Mutterschtz und Sexualreform” 創設（副会長に就任） 

     2 月、刑法 175 条が女性の同性愛者にも適用されるとの計画を知り、反対演説 

1913/1914  ウィーンにフロイトを訪ねる。 

1914  Bund Neues Vaterland（新しい祖国協会）創設、理事。 

1915  Zentralstelle Völkerrecht 創設、理事。 

1919  Bund der Kriegsdienstgegner（兵役反対者連盟）創設 

    ケーテ・コルヴィッツとともにカール・リープクネヒトとローザ・ルクセンブルク殺害を

批判する署名活動  

1922  小説“Liebe”出版 

1925 この年までDeutsche Friedensgesellschaft（ドイツ平和協会）の代表、平和運動 

に関する多くの講演などの活動。 

1929   刑法 218 条（妊娠中絶の禁止）反対の運動を諸団体とともに行う 

1933   帝国議会炎上事件後に、スイス、スウェーデン、ソ連を経てアメリカに亡命 

      ナチス政権下、ゲッベルスの命令で、シュトゥッカーの著書は、図書館所蔵、個人

蔵を問わず没収された。 

1941    自伝の執筆 

1943    ニューヨークで死去 

 

年表は以下の文献のデータから作成した。 

Jähne, Bojana: Helene Stöckers Wirken als Eugenikerin, VDM Verlas Dr. Müller: Saarbrücken, 2008. 

Stopczyk-Pfundstein, Annegret: Philosophie der Liebe. Helene Stöcker – Die “Neue Etik” und 1900 in Deutschland und ihr 

philosophisches Umfeld bis heute, Libri de GmbH: Hamburg 2003. 
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自由討論 

 

生活改革運動のドイツ国外における動向 

安藤 ありがとうございました。今生きていらっしゃる方の発言として聞いても誰も疑わないよ

うなアクチュアリティー溢れる話題満載のご報告でした。最後の「反出生主義」なども含めて、

あまりにもアクチュアルなご報告で衝撃が大きいのですが、幸いにもというか、ナチの経験を踏

まえてわれわれの今日がありますから、歴史的反省の中で、普遍的な部分と特殊な部分、歴史的

状況といったことについて討論の中で深めていきたいと思います。 

 最初の導入として私から一つだけお聞きして、あとは自由討論にしたいと思います。今日のお

話では、生活改革運動がドイツ語圏特有のものであると同時に、優生学とのつながりも特有とお

っしゃったのですが、にもかかわらず、世界的な位相として、同時に似たような動きがなかった

わけではないのだろうと思います。ご報告いただいた今日の論点がグローバルな世界文脈の中で

どうだったのかというあたりを大きくイメージできればと思いますので、最初に少し私のほうか

ら質問という形で口火を切らせていただきます。 

 まず、今日のお話の中心となっていた生活改革運動については、イギリス、フランス、ロシア、

アメリカ、日本などでも、同時代的にそれなりに何か類似の動きがあったのではないかと私は思

うのですが、いかがでしょうか。また、そうであれば、それらの他地域の動向とドイツとのつな

がりがあったのかなかったのか、そこでドイツの独自性みたいなものをどう考えるのかといった

ことをお尋ねしたいと思います。 

 優生思想との関係、社会改革や体制変革・構築といった運動とのつながりについても、それぞ

れの地域独特のものがある一方で、世界的に共通するような状況もあったのではないかと思いま

す。ご報告では、特にナチとの関係でドイツの特殊性をどう捉えるのかというところが焦点問題

だったと思いますが、例えば日本でも、今日のお話につながるようなところで思い出すものとし

て、戦前にも売春に反対運動を展開した矯風会というキリスト教関係団体がありましたよね。橋

本さんがいらっしゃるので、フランスなどのお話もしていただき世界のグローバル文脈をイメー

ジしながら、本格的な議論に入っていけたらと思います。よろしくお願いします。 

大貫 安藤先生から今言われたほかの国との関係という点ですけれども、もちろんドイツオンリ

ーでは進まなかったというか、ほかの国との連携がありました。 

 例えば、菜食主義という点でドイツの生活改革運動が結構影響を受けているのがトルストイで

す。彼自身が自農をして禁欲的な自給自足の生活を過ごしていたので、トルストイ参りみたいな

ことがはやりまして、自分たちもそういう生活をしようという運動がありました。生活改革運動

が参考とした軸の一つがそこにあったのかと思います。 

 もう一つは、イギリスをメインとする田園都市運動です。東京にある「田園都市線」というネ

ーミングもそこから来ているのですが、そのもととなるものがありまして、郊外に都市を移築し、

自然の中で生活しようとしたわけです。アッパークラスでないと無理なのですが、そういう都市

性を備えた田園都市構想から、ドイツで郊外型のオルタナティブな生活を探そうというものがか

なり影響を受けています。 

 あと、菜食主義に関しては、フランスはあまりよく知りませんが、アメリカで 19 世紀末に結構

はやりました。グラハムという人が、全粒粉のほうが健康だということで、麦を白くしないで殻
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も全部含めた全粒粉でのパンづくりなどを始めています。今の「グラハム粉」という名前にも残

っていますが、自然食に関しては 19 世紀末のアメリカに相当あったようで、ドイツも確かにその

影響を受けていますし、相互に影響し合っているのかと思います。すでに 1890 年代には何回か菜

食主義者世界会議みたいなものがおこなわれているので、その意味でも、ドイツだけではありえ

なかったことかと思います。 

 同じような反都市化運動や、自然を取り戻そうという運動が世界的にいろいろなところで起こ

り、その相互の連携も、確かに国を越え、海も越えてあったのかと思いますが、田園都市構想に

しても自然食運動にしても、ほかの国でそれと優生学が結びついていたのかどうかというと、私

ははっきり捉えておりません。例えばフランスではどうだったのでしょうか。せっかく橋本さん

もいらっしゃるので、新マルサス主義の背景や、優生学だけでなく、今私が発表した生活改革運

動のような、例えば食べるものを変えようといった生活のあり方そのものを考える運動への広が

りなどがあったのかどうかついて、少しお聞かせいただければと思います。いきなり振ってしま

ってすみません。 

 

フランスでの動向：新マルサス主義・優生学・生活改革運動 

橋本 橋本と申します。とんでもないです。今日は大変興味深いお話をどうもありがとうござい

ました。特に「Rasse」いう概念が「人類」と同時に「人種」でもあるところが非常に重要かと思

いますので、この後、またほかの先生方からもいろいろと意見をお聞きしたいと思います。 

 新マルサス主義につきましては、フランス特有の問題が非常に関係しております。フランスで

は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、ベルエポックと呼ばれる繁栄の時代を謳歌する一方で、

出生率が非常に低下するという事態が起こりました。これがなぜなのかがよくわからず、こんな

に繁栄しているのにどうして人口が増えないのかと社会問題になりました。この原因として悪者

扱いされた人たちが、みんなひっくるめて「新マルサス主義者」と呼ばれたのです。ですから、

「私は新マルサス主義者だ」と自分から主張したというよりは、批判の対象として「あいつらは

新マルサス主義者だ」と名指されたのかと思います。 

 この新マルサス主義として名指されたものの中に、中絶問題が非常に重要に絡んでおりました。

当然フランスでも中絶は禁止されていたのですが、それに反対するフェミニズム的な思想の人た

ちがいたわけです。女性の母体を保護するための中絶は女性の権利だという主張を唱える人たち

がちょうどこのころ出てきておりまして、これも新マルサス主義者として批判されました。 

 そこではどういう議論になっていたのかをもう少しだけお話しすると、中絶をみずからの権利

として認めるよう中絶権を主張する人々は、自分の身体は自分のものだから、自分のものに関し

ては自分で決めさせよという発想を基本にしていました。それに対して、人口減少を懸念する保

守的な人々は、例えば戦争のような事態になったとき人が動員されるのと同じように身体は公共

物でもあって、子供も母親の持ち物でなく国の公共物だから、それを供出しなければいけないと

いった発想から、母親が勝手に中絶を決めることは許されないという主張を唱えました。つまり、

中絶を擁護する側も禁止する側も、身体を一種の所有物、プロパティとみなす点では共通してお

りまして、それが個人の所有物なのか、あるいは公共物、国の所有物なのかというところでやり

合っていたのです。身体を所有できるものとする発想自体はどちらも共有してしまっていたとい

うのが私の見立てでありまして、同じ土俵に乗ってやり合っていたところがあるのかと思います。 

 しかし、身体は誰かが所有できるものではないという側面が、どうしても多々出てくるのです
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ね。つまり胎児もどこかの時点で一人の人間になるわけですから、もともと母親の所有物なのだ

としたら、どの時点でそうでなくなるのか。例えば、受胎から２カ月後なのか、３カ月後なのか。

結局、人為的、フィクション的な線引きをしなければいけないことになってしまいます。あるい

は最近ですと、身体が自分の所有物だとしたら、勝手に自分で臓器移植用に腎臓や肝臓をどんど

ん切り売りしてお金に変えてもいいという発想を許してしまうでしょう。このように身体を所有

物に還元しますと、おかしなことが絶対に生じてしまうわけです。 

 この問題は今日でも解決しておりませんで、身体を基準に考えるといろいろ問題が出るという

ことで、例えば生命倫理の議論でも、「身体」と言うのをやめて、「全体性」と訳されたりする

「インテグリティ」という用語でごまかすといったことが続いています。簡単な例でいうと、胎

児の「インテグリティ」が形成された時点で、それはもう独立した主体であるから、胎児の「イ

ンテグリティ」を侵害することは許されないみたいな話になるわけです。ただ、これも何だかよ

くわからない、いわば定義不可能な一種の虚構的概念にすぎません。「身体」ではちょっと差し

さわりがあるので、かわりにそういう概念が発明されて今日に至っているという感じです。です

から、ちょっと長くなりましたが、19 世紀末から 20 世紀初頭の問題は解決されないまま今に至

っているのかと思います。 

大貫 ありがとうございます。19 世紀末のフランスでも身体が注目され、それが今の妊娠中絶の

話につながっていると思うのですが、一つお聞きしたいのは、身体への関心が文化の方向へ広が

らなかったのかという点です。中絶をめぐる話にとどまらず、先ほど私がお話ししたようなダン

スとか裸体文化とか、何かそういう別の新しい身体表現のあり方を導く方向での身体への関心は

あったのでしょうか。 

橋本 中絶運動がどういうところで展開されたのかというと、中絶を認めようと主張する人たち

が小説をたくさん書いておりまして、新マルサス主義文学とでも言えるような一つのジャンルを

形成しています。不幸な妊娠をした女性が啓蒙的な医者に救われるといったエピソードの入った

小説で、それがどこまで広く読まれたのかはちょっとわからない面もあるのですが、数だけでい

うと非常にたくさん書かれているということがあります。 

 一方で、裸になろうといったものは、最近はあるのかもしれませんが、当時のフランスではあ

まり聞かないのですね。ちょっとドイツに特有なのかなと思います。私も調査不足のところがあ

りますが、やたら裸になりたがるのがドイツ的で、どうしてドイツの人がそんなに裸になりたが

るのかというのは興味あるところです。 

 ただ、菜食主義の運動は、この時期、確かにフランスでも新しい展開を見せています。これか

らいろいろ調べようと思っているところで、まだ詳しい調べはできていないのですが、菜食自体

は非常に古い文化で、それこそ古代ギリシアから肉など食べないほうがいいといった話がありつ

つ、19 世紀末から 20 世紀初頭の新しいところとして、唐突に動物愛護的な発想が出てくるので

すね。それまでの菜食主義は、肉を食べていると肉食獣のように野蛮になってしまうからやめよ

うといった話なのですが、19 世紀末ぐらいから、動物がかわいそうだから食べるのはやめようと、

動物愛護の観点が出てまいります。逆にそれまでなかったというのが、ちょっと西洋人は野蛮だ

なという感じなのですけれども、どうして動物愛護が突然出てきたのかというのは重要なところ

でして、これに関して少し考えていることもあるのですが、ちょっと長くなりますので、ひとま

ずこんなところで。 

大貫 ありがとうございました。裸になりたがるというのは、確かに私がいろいろな人にドイツ
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の裸体文化の話をしても、ほかの文化圏ではあまり見られないという反応が返ってくるのですが、

ドイツ特有というより、スウェーデンなど北欧を経由して入ってきているのですね。昨日も打ち

合わせのときちょっとそんな話になったのですが、ドイツの場合、裸体が好きというよりは、健

康的観点からして裸体のほうが健康であるということで、スウェーデン体操の系譜が結構重要な

のかと思います。スウェーデン体操的な身体の考え方から裸体と身体運動がドイツに入ってきて

います。あまりにも健康が大きく捉えられ、みんな健康にならなければいけないということで、

屋外で裸体で運動したりしたのです。そういう意味ではすごく熱狂的な健康志向、健康ブームの

中から生まれてきた裸体文化なのかなと思います。 

 今も健康系のブームがありますが、そういう現代の現象と、当時健康であるために何が必要か

といろいろな試行錯誤があったことと、何となく重なるところがあるとも言えるような気がして

おります。 

安藤 今の裸体文化の話の一つ前の母性保護に関連して、フランスの場合、ドイツの生活改革運

動のように女性解放運動や社会運動の組織はあったのでしょうか。それから、さっき小説の中で

ということを言われましたが、そういう問題が小説で扱われる場合、それを担う人たちの生活状

態がどのように描かれ、どういう議論の中でその問題が出てきているのですか。 

橋本 19 世紀末からほかの国に先立ってとりわけフランスで労働法が発展したということがあ

って、労働者の身体の保護という発想が非常に出てきたので、労働問題ともすごく関係していま

すし、当然社会運動ともつながっており、それと中絶反対みたいなことは非常に共通していると

いうか、同じ問題を共有する運動だったと思います。小説の中で出てくるのも貧困の問題などで

して、それこそ先ほど大貫先生からご紹介いただいたシュトゥッカーの生い立ちを思わせるよう

な貧困状況にある女性を救うための中絶や女性の自立を描く小説が多かったのかと思います。 

安藤 代表的な小説としてどんなものがあるのですか。 

橋本 代表的なものといっても今ではほとんど知られていない作家ばかりなのですが、例えば、

ゾラが『豊穣』と訳されていますFécondité というものを書いておりまして、これはむしろ産めよ

増やせよという感じの小説ですけれども、ある種そのパロディみたいな形で「不妊」というよう

な意味の Stérilité というタイトルで小説を書いた人がいます（Ferri-Pisani, Stérilité !, Paris, Le roman 

pour tous, 1906）。これは明らかにゾラのパロディでして、産むのではなく、むしろ産むのをやめ

ることこそが重要なのだと、そういったことが描かれています。 

 

優生思想と「新しい理性」 

安藤 大貫さんは先ほどトルストイと言われましたが、チェーホフはどうですか。 

大貫 トルストイの場合は自分で自給自足の生活を実践していたので、それを見に行く人が結構

多かったのですね。作品だけというよりは、むしろ実際の生活の仕方から大きく影響を受けたの

かなという気がします。 

三島 日本ですと徳富蘆花がいますね。京王線の芦花公園も今では都会のど真ん中ですが、当時

あそこは本当に農村地帯でした。彼はトルストイに憧れ、手紙を書いたり日露戦争に反対したり

しています。蘆花が生まれたのは豊かな家で、ご存じのとおり、お兄さんは国粋主義者ですが、

弟のほうは白樺派的な新しい田園生活をしました。ああいうものは、影響もあるし、同じ時代の

偶然の産物でもあって、両面あるのかと思います。もっとも蘆花の日記を読むとお手伝いさんの

若い女性への憧れが頻りと出てきます。しかも、かなり猥褻な妄想も書き留めています。正直に
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は違いないのですが、セクシュアリティが露骨な欲望としてしか経験できないのはちょっとかわ

いそうという感じです。 

安藤 ちょっと突飛かもしれませんが、蘆花が出てきたので、思いついたことを言ってしまいま

す。工業化し、科学技術が発展する中で、人間が追い詰められ、しかし、新しい人間性を回復す

るのでしたね。その場合、また改めて、さっきの大貫さんの話ですと、新しい理性が強調される

わけですね。この理性というのは、例えば、後に『啓蒙の弁証法』などで言われる理性、あるい

は当の科学技術を担った理性といったものとは相当違うものだったのでしょうか。蘆花などです

とルソーの「自然に帰れ」に近いところがあると思いますが、そういう意味での自然主義、ある

いは新しい自然を回復する人間をイメージすると、要するに理性の位置がよくわからなくなるの

です。優生思想に親和的となるかどうかと理性の捉え方とは密接に関係するのではないかと思う

のですが、どうですか。 

大貫 シュトゥッカーの場合、きちんと理性とは何ぞやといったことを論じているわけではない

のですね。何となく使っているという以上のことは言えません。ただし、優生思想も、彼女の場

合、自然科学の発展をもたらす人間の理性的な営みとのつながりで捉えていると思います。『啓

蒙の弁証法』のように、理性自身が変質していくとか、理性に道具的な側面があるとかいった細

かいことでなく、理性によって人間をよりよい生活に導いていくことができると言っていて、明

らかに自然科学の発展も、自然科学の発展によって可能になった優生学の考え方も、全部ひっく

るめてしまっていると思います。ですから、理性自身のもたらす負の側面をちゃんと考えていた

かというと、シュトゥッカー自身には、その精密な使い分けは見られないのかなと思います。 

 ルソーに関しては、『エミール』などに菜食主義の考え方が出てきますので、菜食主義の人た

ちが結構影響を受けています。 

安藤 ルソーやトルストイからもう少し広げると、フーリエの影響などもあるのでしょうね。ミ

ール共同体をバックにした新しい共同所有を目指す運動がありました。背景には一種のフーリエ

主義的なものもあるように思います。自然主義のようなものと理性の再構築とのつながりがすご

く興味深いと思ったものですから、ちょっと途中で口を挟んでしまいました。 

 また各地の話に戻しつつ、これをとっかかりにして、どんどん参加者の皆さんの得意分野から

キャッチボールみたいな形で議論に入っていただければと思います。大貫さんのほうでロシアま

で来たのですが、日本に関する言及は何かありますか。さっき三島さんから徳富蘆花の話が出ま

したが、矯風会などは今日のお話とはあまり関係ないのでしょうか。 

三島 木下尚江はキリスト教を信奉し、一生かけて売春反対運動をしましたね。あの人はいろい

ろな活動をしていますが、ドイツからの影響がどれだけあったのかはちょっとわかりません。オ

リヴァー・クロムウエルを知って革命意識に目覚めたそうなので、彼の知的ルーツはむしろイギ

リスでしょう。 

 さっき大貫さんが言われたハウプトマンの『日の出前』はドイツ文学者なら誰でも知っている

作品ですが、シュレージエンの炭鉱地帯で重労働をする労働者が、給料の半分ぐらいが火酒で払

われるような世界で、みんなどうすることもできず、酒を飲んでやけくそを起こしてうちへ帰り、

「母ちゃん」を抱いてまた子供をつくる、そういう生活を描いています。それを矯正する運動な

のですね。その作品は自然主義の世界で、日本では戦前に久保栄が訳し、文学座か何かで上演さ

れています。 

 ところが、２～３年前に私がベルリンでこの作品を見たときは、全然お酒の問題が出てこない
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演出になっていました。田舎の工場主が政治と結びついて不正をし、東北新社と同じで日本にも

よくある話ですが、新聞記者が汚職を追及するというテーマに変えられてしまっていたのです。

たしかハウプトマンのものにも新聞記者は出てくるのですが、ちょっと話が違いますから、やは

り当時のお酒の問題は今では想像できないものになっているのでしょう。少なくとも西ヨーロッ

パではみんな酒を飲むし、今はコロナで飲み屋へ行くのをやめていますが、それはごく自然な生

活の一部です。でも、適当に飲んでいるだけで、朝まで酒を飲んで暴れて死んでしまうほどの生

活はもうなくなりましたから、全く想像がつかない世界なのです。そういう世界から脱出するた

めの運動ということですから、当時のコンテクストの上で考えないとなかなかわからないところ

があるというのがあります。 

 それから、ちょっと思いつきですが、さっきのフィドゥスの「光の祈り」をもう一度出してい

ただけますか。あれはもちろんニーチェの影響で、ツァラトゥストラが 10 年間山にこもった後、

洞窟を出て太陽に向かって手を上げて叫ぶというシーンがあり、大いなる人間が到来するとかい

うことで、ニーチェが好きな人は好きな部分なのです。私はニーチェをやっていますが、ニーチ

ェのいいところは別にあるのであって、ああいうシーンは悪趣味の最悪の部分だと思っています。 

 この絵を見ると、枠はいわゆるアールヌーボー、ユーゲントシュティールの枠組みになってい

ますね。それで、裸のお兄さんはどうでもいいのですが、上のほうに２カ所、右と左に雲のよう

なものがあります。この絵は私も授業で何度も使っているにもかかわらず、そのときは気づかな

かったのですが、さっき見ていて、どうもここは北斎の波の絵のパクりなのではないかと思いま

す。 

 

社会思想改革への東洋の影響 

安藤 北斎はドイツにも入っているのですか。フランスにはすごく入りましたが。 

三島 当時はもう入っています。日本の絵が相当入っていて、お誕生日やクリスマスにその複製

を贈ったりしていたのです。北斎だけでなく、日本の工芸品もいっぱい入っています。着物も、

先ほどのクリムトの服とはちょっと違いますが、帯をきちっと締めない限りは楽な服装なので、

そういうものを恋人にクリスマスプレゼントとして贈ったりすることが結構はやっていました。

ここはどうもパクりなのではないかと思うのですが、いかがでしょう。それとも偶然でしょうか。

本質のテーマとは違いますけれども、やはり細かいことも重要ですので。 

安藤 波の下のほうもすごく北斎っぽいですね。 

三島 上の波が飛び散っているところは、北斎の船が波の下にある絵とよく似ています。 

安藤 確かに。幾つか組み合わさっていますね。 

三島 正確なことはちょっとわかりませんが。実際どれだけ見ていたのかは、それこそフィドゥ

スさんの日記などをいろいろ調べてみないと、最近はやりの言葉でいえば、エビデンスがありま

せんので。 

安藤 話がずれるかもしれませんが、この波を四分割ぐらいにしてそれぞれ探してみると、ぴっ

たりのものがありそうですよね。 

三島 やはり東洋の影響は大きかったと思います。ワンダーフォーゲルも、郊外とはいえ当時ち

ょっと都会化しつつあったベルリンのシュテーグリッツ地域で、市役所の地下のレストランで酒

を飲んでいた３人の学生が始めたのですが、そのうちの一人は中国語学の学生だったのです。中

国語学などというのは、漢字を習わなければいけなかったので、当時よほどの物好きでなければ
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やりませんでした。今のわれわれでも例えば「鬱」という字をさっと書ける人はなかなかいない

と思いますが、ヨーロッパ人からしたら、漢字が読めることが非常に宇宙の神秘につながってい

るように感じられたわけです。エジプトのヒエログリフと同じで、摩訶不思議な文字の組み合わ

せが宇宙の神秘とつながっているというような変なコスモロジーに結びついていました。 

 それで、単に郊外をハイキングしているだけなら先ほど大貫さんも言ったようにたわいもない

運動ですが、郊外に行って宇宙の神秘とつながる火のお祭りをしたりしていたわけですね。そこ

に漢字の世界やインドの仏教などが入っていて、ヘルマン・ヘッセもそうですが、東洋からの影

響があったのです。それから、さっきも出てきたロシアからの影響もありました。フランスと違

って隣ですから、やはり近いので、ドイツのインテリはしょっちゅうロシアへ行っていました。

リルケもわざわざロシアに行っています。恋人と一緒に行ったのですが、リルケのロシア旅行は

新しい生活改革運動の一環でした。ロシアからも亡命者がいっぱい来たりして、そういう相互交

流が確かにあったと思います。 

 これは余計なことですが、社会思想史は、日常の生活スタイルの変化の問題に結びつけないと、

不毛に終わると私は感じています。そこが重要で、いまいち人気が出ないのもそこが理由なので

はないかと思っているのです。もちろんルソー、カント、ヘーゲル、マルクス、アダム・スミス

などいろいろやっていくのですが、それが全体として生活の変化にどうつながっていくかという

ことともうちょっと結びつけたほうが社会思想史もおもしろくなるのではないかと、さっき話を

聞きながら思いました。これは感想だけですが。 

安藤 話がどんどん違うところへ行ってしまってもいけないのですが、さっきヘッセも出てきま

したので、もう一言だけ申します。ギリシアやローマなど古代のイメージと並んで、当然インド

のイメージもあったと思うのですが、そういうものも今日のお話の中に入ってくるのでしょうか。

そういうものはありませんか。 

大貫 例えば、先ほどヴィグマンの「魔女の踊り」というのがありましたが、あの後ろでは音楽

というより打楽器が打たれているだけでして、ヨーロッパ以外のいろいろな地域の打楽器を使っ

たと言われています。ですから、ヘッセは特にインドですが、固有のどこかのというわけではな

くて、むしろ非ヨーロッパ的なものがごちゃごちゃになっているところがあるのかと思います。 

三島 ドイツにおけるインド学の歴史はシュレーゲル以来長いのですが、直接の影響はないのか

な。 

大貫 ヘッセ自体も生活改革運動的な流れの一環と捉えることができるので、インドが全然ない

とは言えないのですが、インドが非常に大きな役割を持ったとはなかなか言えないような気がし

ます。 

三島 ニーチェの『ツァラトゥストラ』はゾロアスターですから、もちろん中近東への憧れとい

うのはずっと一貫してありますが、インドまで行っていたのかはちょっと。 

安藤 私が話を広げすぎてしまったようですね。科学技術に代表されるような理性にかわるもの

を求めて、インドとかロシアとかで、生活レベルに密着する形で普遍的な意識というようなもの

が生まれてくる、そんな状況があったのかなというイメージをすごく持ちました。ですから、先

ほど三島さんが言われたように、知識人レベルでというよりは日常生活の中で、新しい世界意識

のようなものにつながる要素が、ドイツ固有に生まれ、恐らく世界的にも生まれた時代なのかな

と思ったのです。 

大貫 自国文化でない非ヨーロッパの異文化に対する憧れというのは、ずっとずっとあったと思
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います。ロマン派もまずは非ヨーロッパへの関心から始まっていますよね。まだ行ったことのな

い未知の世界といったところから出発しているわけです。啓蒙も知らない世界への関心から始ま

っています。そういう意味ではこの時期だけのものではないのですが、中でも万博の役割はすご

く大きかったと思います。クリムトなどのいわゆるジャポニズムの吸収にしても、やはりパリ万

博の影響が非常に大きいわけです。絵画にしても思想にしても音楽にしても、万博を通じて頭の

中にあった非ヨーロッパ世界のものを現物として見る体験からかなり影響を受けたのかと思いま

す。 

三島 安藤さんが「世界的」と言われた意味がちょっとわからないのですが、例えば日本ですと、

明治の半ばに中流、上流、サラリーマン社会、官僚社会といったものができ上がり、セレクショ

ンが必要だということで優秀な人と落ちこぼれが出てきます。その中で、そういうのが嫌で、優

秀でもそこから反れていく人たちがあらわれます。国木田独歩などは、山林に自由ありと、農村

へ出ていっています。ヨーロッパでも、近代化、工業化がある程度進み、19 世紀半ばにはそうい

ったものが固定して、ドイツとフランスでセレクションのシステムはまるで違うのですが、もう

ちょっと大きい次元で考えれば基本的に同じことですよね。つまり、自分のいる比較的高度に発

達した複雑な市民社会に嫌気がさすと、ヨーロッパ以外へということになるのです。 

 ですから、「世界的」といっても、失礼ながら、インドネシアとかアフリカとか、当時まだ工

業化が一切始まっていないようなところでは、生活改革運動はちょっと根づきにくいというか、

理解されなかったのではないでしょうか。日本も半分はそこまで進んでいなかったのですが、留

学した人などから海外の知識が入ってきて、新しい生活運動につながっています。台所の改革運

動もあったし、ドイツのバウハウスも入って、昭和にも新しい建築とか結構いろいろありました。

ある程度ライフキャリアが確立した世界で、それが嫌だという人たちが始めた運動という意味で

は「世界的」ですが、本当にグローバルな意味での「世界的」ではないので、やはり多少の前提

は必要だろうと思います。 

安藤 それはそのとおりです。それでも、新しい生活の見方、自然の見方、風景の見方といった

ものから、それが普遍的だということで新しい人間の創造みたいな話が出てきて、その中でもと

りわけ、それが女性解放につながったのはなぜかという問題と、それと優生学とがいかにつなが

ったのかという問題が取り上げられたわけです。これらの問題相互の関係について、さらには、

それらとナチとの関係はどうだったのかについて絞って議論ができればと、司会者として私はそ

んなことを思っていたのです。少し弁解させていただきました。改めてフリーディスカッション

をお願いします。参加者の皆さん、ぜひどんどんご発言いただければと思います。 

 

ナチズムとドイツの生活改革運動 

三島 ナチとの関係でちょっと議論の呼び水として言いますと、アールヌーボー、ユーゲントシ

ュティール（青年様式）ということで、ワンダーフォーゲルも含めて、ドイツには青年運動とい

うのがありました。このドイツ青年運動の総会が、1913 年、第一次世界大戦の前年 10 月に、ド

イツのゲッティンゲンやハノーファーの近くの町で開催されています。３日間だったか、郊外の

丘の上に何千人という人々が集まって、みんなで自炊しながらブロックに分かれてセミナーをし

たりしました。そこには、菜食主義者、アナーキスト、共産主義者、右翼、ラジカリスト、性の

解放主義者、同性愛者と、とにかく親たちの生活は嫌だと考えるありとあらゆる人が集まってい

ました。その中に、若き日のベンヤミンもおりました。彼は青年運動に狂っていたのですね。 
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 それから、ドイツ以外ではあまり知られていないのかもしれませんが、アルノ・ブレーカーと

いう彫刻家もいました。彼は後でナチスの御用芸術家になり、ヒトラーの総統官邸入り口の像を

つくった芸術家です。これはもちろんベルリンの戦いで全部つぶれていまして、今はどこにあっ

たかすら秘密にされています。わかるとまた右翼が集まってきてカルトな場所になるので、大体

この辺ということしかわかっていません。ただ、写真は残っていまして、あれば後でお見せして

もいいのですが、総統官邸の入り口の両側にアポロンみたいな男が２人、松明を持って立ってい

るのです。もちろん裸です。この一方の像が国防軍を、もう一方の像がナチ党を象徴していまし

て、変な話で申しわけないのですが、ブレーカーは党をあらわす像のペニスを国防軍をあらわす

像のペニスよりちょっと大きくしたのですね。単純な男性中心主義で、全く意味ないのですが、

ペニスが大きいほうが力が強いというわけです。1913 年のときにはそんなブレーカーまでがベン

ヤミンたちと一緒に同じグループで活動していたということで、本当に 20 世紀に出てきたありと

あらゆるものの集まりだったのだと思います。 

 もう一つ例を言いますと、ドイツの職業教育は今のままではだめだということで、時計職人と

かパン職人とか、職人を外国に送ったり外国から入れたりする交換の組織ができています。カー

ル・ドゥイスベルク協会というものです。これは今でもありまして、日本にも事務所があり、ド

イツでパン作りを学びたい人を日本から呼んだりしています。そういう職業教育の新しいコンセ

プトもそこから出てきていて、いい面で残っているものもあるかと思えば、ナチの彫像をつくっ

たような人もおり、ベンヤミンのように悲劇的な人生をたどる人もいたということです。 

 共産主義者もアナーキストも性の解放主義者も保守も右翼もいたことはたしかですから、あり

とあらゆるものが集まっていたのがドイツの生活改革運動で、これだけ違う人たちが集まって新

しい運動をしたというのは、イギリスでもフランスでもアメリカでもイタリアでも、恐らくちょ

っとないのではないかと思います。イタリアの未来派には若干そういう面があるかもしれません。

いずれにせよ非常に不思議な現象で、これをドイツ的なものというところへつなげるのは危険で

すが、ある特定のカオスをつくる条件はあったのでしょう。そして、それが不幸な歴史と深く結

びつくことになったわけです。 

大貫 今ブレーカーの彫刻の画像を共有しましょうか。 

三島 見せてください。ああ、これですね。 

大貫 もう存在しないので、レプリカしかないのですが。 

三島 ヒトラーのお気に入りでしたよね。悪趣味もいいところで、これをつくった人とベンヤミ

ンが一緒にいたというのですから、不思議なものです。 

 

19 世紀末フランスにおける「人類再生同盟」と優生主義 

大貫 今ちょうど安藤さんから「新しい人間」から出発して云々という話があったのですが、そ

れがナチスのほうへ結びつく場合もあるという中で、せっかく橋本さんがいらっしゃるので、先

ほどの新マルサス主義に関連して一つお聞きしたいことがあります。 

 ドイツではいろいろな組織ができたということがあったので、新マルサス主義のそれも調べて

いたのですが、そのとき「人類再生同盟」という団体の名前が出てきて、もう一つ「フランスの

人口増加のための国民連合」というのもあったのですが、こういうものが一体どんなことを目指

していたのか、どういう担い手によって、どういうニュアンスでフランスの中で登場し、どう受

け止められたのかを教えていただければと思います。特に「人類再生同盟」というのは、何とな



 28 

く気持ち悪いというか、「新しい人間」といったニーチェ的なものを感じさせるネーミングなの

で。 

橋本 「人類再生同盟」というのは、聞いたことがあるような気もするのですが、ちょっと詳し

くはわかりません。ポジティヴィスムということでオーギュスト・コントが人類教みたいなこと

を 19 世紀に言っていまして、新マルサス主義を批判した側はこのポジティヴィスムとかいったも

のを引き継いでいたかとは思うのですが。 

三島 サン＝シモンの影響はどうなのですか。 

橋本 それも非常に大きいですね。その辺がごちゃ混ぜになって 19 世紀末ごろ非常にナショナリ

スティックになっていくということがあったのかと思います。それが優生学とも結びついている

のかなという感じです。ただ、自分の関心が中絶主義などのほうにあったものですから、むしろ

それを迫害する側の動きにはあまり詳しくなくて、いいかげんなことしか申し上げられないので

すけれども。 

大貫 たまたま見つけた東京女子大にいらっしゃる栗田啓子さんという方の論文の中に出てきた

のですが、ルロワ＝ボーリューから出発し、産児制限運動に取り組んでいた高校教師のロバンと

いう人が云々という話で、その人が 1896 年に「人類再生同盟」をつくったらしいのですね。そこ

にはアナーキストやフェミニスト、離婚法の成立に尽力した上院議員のナケなど、いろいろな人

たちが集まってきたということだったので、アナーキストがいて、フェミニストがいて、しかも

人類再生となると、これは一体どういう団体なのかなとちょっと関心がありまして。 

橋本 なるほど。最初に申し上げたこととも関連しますが、結局土俵が一緒だったのですね。で

すから、どちらにも転んでしまう。中絶主義も、自分の子供を産むかどうかは自分で決めるとい

う発想は、よりよい子供を産もうということですから、優生主義的な発想に当然結びついていき

ます。対立しているようでいて実は同じ土俵に立っているというところが非常にあったと思うの

で、今お話を聞いて、そこにフェミニストが混ざっていたというのも、さもありなんという感じ

を受けました。 

 この辺は大貫先生のご発表にあった「Rasse」が「人類」でもあり「人種」でもあるというとこ

ろとも結びつくと思うのですが、シュトゥッカーが決して「人種」ではなくて「人類」を発想し

ていたということをどこまで擁護できるかというか、すぐにそれがころっとどちらかに行ってし

まう危うさが非常にあるのではないかと思います。 

大貫 今のご指摘はすごくおもしろいと思います。この時期の思想は本当にきわどいところにあ

って、ちょっとした関係で超右翼にも、超ナショナリストにも、アナーキストにもなるのですね。

アナーキスト的ナショナリストにもなるのかもしれません。ものすごくきわどい者同士がきわど

いところで接触しているというのがこの時期の思想の特徴かなと私はドイツを見ていて思うので

すが、フランスを見ていらっしゃる橋本さんからそういう現象があることをお聞きして、なるほ

どと思いました。右と左を分けにくいというか、右と左が表裏一体の関係にある状況が、国や文

化にかかわらず、19 世紀末から 20 世紀初頭の一種の共通の雰囲気だったのかもしれません。そ

んなことを今のお話を聞いて思いました。 

 

優生主義やファシズムはなぜ広がったのか：「べき」と「ありたい」との混同 

安藤 ご発言されたい方、いかがですか。 

長島 私、自然科学、科学技術系統ですので素人なのですが、二つばかり感想的なことを申し上
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げたいと思います。 

 一つ目は、私も 1960 年代初頭に米国へ留学し、民権運動、ヒッピー、女性の権利運動、学生運

動とずっと見てきたのですが、ある問題に対して変化が進行していく流れを考えるときに、理性

で「こうあるべき」ということと、「こうあってほしい」「こうありたい」ということを分離し

て考えないといけないのではないかと思っていまして、それが今のトランプ現象などへも尾を引

いてつながってきているような気がしております。 

 二つ目に、こういう問題は、程度が高いとか、優れているとか、よいとか、そういう定義をな

いまぜにして考えながらやっていかないといけないと思うのです。例えば、手が３本ある人間が

いたら、それを優れていると認めるのか。私たち工学、自然科学の分野ではロボットの開発など

も進んでいますが、例えば、今は義足の非常に優れたものができまして、オリンピックの選手よ

りもパラリンピックの選手のほうがいい記録が出る時代に入ってきています。そういうことを考

えると、程度が高いとか、優れているとか、いいとかいう考え方をどう提示して検証していくの

か。これは私たちにとっても非常に大きな課題になっていまして、先生のお話を伺いながら、そ

んなことをちょっと感じました。 

大貫 ありがとうございます。「べき」と「ありたい」を混同してしまっているというのは、と

ても重要なご指摘であったと思います。自分たちが「ありたい」と望む社会になるようおまえた

ちも強制的に従う「べき」と、他人をも含めて「ありたい」が「べき」になったとき、ナチズム

が始まるような気がします。 

 自分がいいと思うことは、自分も含めて周りの人にとってもいいに違いないと思うのかもしれ

ませんが、２番目の「いい」とは何なのかというご指摘にも関連して、それは一体誰にとってい

いのかということですよね。例えばシュトゥッカーでしたら、彼女の視点から「障害がある者と

比べて、障害がない者のほうがいい」という単純な二者択一をしているわけです。障害がない者

の社会をつくることが彼女の時代の彼女にとってはいいことであって、それ自体がものすごく怖

い世界をもたらすことは考えていないのです。その意味で、私たちが今シュトゥッカーの思想を

読むときには、やはり当時の人たちがすごく狭い価値選択をしていることを一緒に読み取ってい

かないとまずいのかなと思います。先生のご指摘は本当にそのとおりだと思います。ありがとう

ございました。 

長島 ありがとうございます。 

加藤 二つのことを申し上げたいと思います。 

 まず１点目に、今日のお話はとてもおもしろかったし、懐かしかったのです。なぜかというと、

10 年ぐらい前に中高研で「はかる」という共同研究をしましたときに、ゴルトンの話が出たので

すね。それで、ゴルトンの話をしようと思って、そのとき読んだ本をさっき探してきました。こ

れが彼の正式な伝記です。もう一冊あります。この人は何でもはかることが好きで、ロンドン市

内に立って人々を捕まえては、身長をはかり、体重をはかり、骨格から何からあらゆるものを計

測しました。優生学の一つの根拠というか成果は、そういう人体についての測定学だったのです。

そこには先ほどの長島先生もご出席で、『はかる』という書物をつくりましたが、結局ゴルトン

のことだけ積み残しになっていました。今日のお話で名前だけ出てきたので、優生学の起源に戻

ってとても楽しく、勉強になりました。 

 第２点目は、先ほどから出ている日本その他への影響の話です。これはちょうど「世紀末」と

いう言葉がはやった時代で、文学の世界でも芸術の世界でもそうですが、クリムトなどはわれわ
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れに大変親しい人で、これもとても楽しく聞きました。田園都市のこともちょっと出ましたね。

イギリスの話はともかくとして日本での話を言いますと、やはり世紀末ということで文芸の世界

が随分変わりました。文芸だけでなく社会運動でも、先ほどの矯風会の話ももちろんありました

し、女性解放運動も含めて「新しい」という言葉が氾濫した時期です。 

 この「新しい」というのがどこに出てくるのかというと、一つの例が武者小路を初めとする「新

しき村」の構想です。九州でやって途中で挫折するわけですが、そういうものが出てきます。も

う一つ、多くの方々が忘れておられるか、とりわけ若い方はご存じないと思うのが、新興宗教の

驚くべき爆発です。大本教が出るでしょう。天理教が出るでしょう。これはやはり新しき社会へ

の大衆的欲求のあらわれで、一つのカルトには違いない。 

 もっと極論から言わせていただくと、ファシズムというのも、ひょっとすると一つのカルトだ

ったのかもしれません。ワイマール共和国ががたがたになって世紀末を迎えるとき、フロムの『自

由からの逃走』ではないけれども、新しき社会を求めた、その一つの大変成功した事例なのです

ね。大本教や天理教は失敗したけれども、ナチスは成功した。こういう言い方をすると極論にな

るかもしれませんが、そんなことをいろいろ連想しました。同時に今テレビで大流行の渋沢のお

孫さんの世代になって田園都市構想が生まれてくるわけですから、そのあたりのところもずっと

眺めながら、とても楽しくお話を伺いました。ありがとうございました。 

 以上です。 

大貫 ありがとうございました。 

 

個人主義の重要性：青年運動とナチスの違い 

安藤 視野が一挙に広がりましたが、ナチの話がまだあまり出ていないので、ナチの段階で何が

どう変わったのか、簡単にお伺いしたいと思うのです。私は 1968 年の紛争時代に大学へ入学した

のですが、先ほどの加藤先生のご発言で懐かしくなって余分なことを言いますと、当時は高橋和

巳の『邪宗門』や大本教が話題となり、宗教意識も含めて、新しい世界あるいは新しい村の創造

を求める意識や運動があったことを思い出しておりました。大本教は失敗し、ナチは成功したの

だとすると、ではナチには他にない何があったのか。そのあたりについて、もう時間もないよう

ですが、一言二言要点を言ってくださればと思うのです。オリンピックの聖火もナチが始めたも

のですよね。そういうような一種の身体の組織、新しい人間の組織みたいなナチのやり方の特徴

について、コメントをお願いします。 

大貫 さっきも少し申しましたが、一つ連続性があるように見えて実はないのが青年運動です。

青年運動は全くナチスとは関係ない次元で始まり、ナチスに入ったとき一斉に停止させられてい

ます。ただし、形式として青少年のキャンプや青少年が一緒になっておこなう体操といったもの

は残されました。 

 では青年運動とナチスのどこが違うのかというと、青年運動には個人主義がありました。集団

行動はするけれども、一人一人が違っていても構わないということで、個人主義が残されていま

した。それが、いわゆるヒトラーユーゲントになった段階で、個々人の主体性が一切禁じられ、

形だけが残されました。ヒトラーユーゲントのトップになったバルドゥール・フォン・シーラッ

ハは青年運動の出身者でしたが、彼は集団の中にいる人たちが個人の意思を持ったらまとまらな

いことがよくわかっていたと思うのです。ですから、形だけ残して個人の決定権は全部なくし、

命令系統が絶対的力を持つ集団へと変えたので、一見連続性があるようでいて全く違う組織にな
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りました。 

 それから、生活改革運動も、いろいろな支部組織ができ、そこでいろいろな活動があったので

すが、ナチスが始まったところで全国組織になり、それまで各地にあった組織は全部一掃されま

した。ナチス型の組織で一括にされたのですね。その意味では、例えばヒトラー自身も菜食主義

ですが、形は残っても、菜食主義者が有していた個人主義的な核は全部一掃されたということで

す。時間の関係で大変荒っぽい形で簡単な言い方をしておりますが、ナチスは世紀末から始まっ

ていたいろいろな改革運動を応用したと言えると思います。 

安藤 ありがとうございました。 

 先ほど最後に言われた子を産むことを自分で決めていいのかいけないのかというような問題も

含めて、やはり貧困や社会問題とのつながりでもっとしっかり議論しないといけない。そういう

議論もしたかったのですが、もう時間がないので、また将来テーマにして再検討させていただけ

たらと思います。それでも今日は、表の話題としてはそれほど出なかったかもしれませんが、世

界の今の時代状況の中での議論もできたのかと思います。 

 

優生学と安楽死の問題 

浜野 とても興味深いお話をどうもありがとうございました。 

 私はもともと英文学が専門なのですが、現在、戦間期にドイツで流行した境界科学の事例につ

いて調べておりまして、ちょうど時代と地域が重なりますので、今日は本当にいろいろ勉強させ

ていただきました。 

お話が大分広がったところで、また狭めるような形で恐縮なのですが、優生学というとき、入

り口で断つ断種のような話と、もう一つ、出口というか、いわゆる安楽死の話があると思います。

ドイツでは 1920 年代ぐらいから「生きるに値しない命」というような話が出てきて、1939 年か

らいわゆる安楽死政策のＴ４作戦が始まり、ちょうど今日出てきた人たちと時代が重なるのです

が、彼らは安楽死について何か議論しているのかというところがちょっと個人的に気になりまし

た。この点について、お話を伺えればと思います。 

大貫 今日出てきたシュトゥッカーの言っている範囲の中でお答えすると、彼女はプラトンを引

用していまして、人類の歴史の中で生きるに値しないとみなされた生命は、ギリシアの時代から

非常に無残な形で殺害され、なかったことにされてきたのですが、それにかわって優生学で対処

していくことが必要だと論じています。問題を抱えた身体で生まれるかもしれない危険性がある

場合は事前に中絶するなど、過去にあった悲惨な方法でない形でその問題に対処していくという

考え方を述べています。安楽死が出てくるのは、やはりナチスの時代からなのです。この時代の

優生学の場合、さっきちょっと出てきた民族主義的な優生学が登場した時代においても、まだ安

楽死というオプションは入ってきておりません。 

浜野 そういう発想につながるような話も、彼らの議論の中には出てこないのでしょうか。あく

まで入り口で食い止めるという話しか出てきていないということですか。 

大貫 この時期までは、そうです。 

浜野 なるほど。わかりました。ありがとうございます。 

安藤 ありがとうございました。 

 今日は、「人文学の再構築」だけでなく、当然とはいえ、人文学的教養及びモラルの可能性と

いった話にまで展開できたのではないかと思います。先ほどちょっと言いかけましたように、こ
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のまま終わるに終われない状況だと思いますので、また今日のお話の続編のようなものを考えて

ご提案したいと思います。その折はどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、第９回「人文学の再構築」研究会をこれで終了といたします。大貫先生、今日は本当に

ありがとうございました。皆さんも、どうもありがとうございました。 
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